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（ 別添１ ）  

 

自立相談支援事業実施要領  

 

１  目的 

本事業は、 生活困窮者が抱え る 多様で 複合的な 問題に つ き 、 生活困窮者 及

び 生活困窮者の家族そ の他の関係者 から の相談に 応じ 、 必要な 情報提供及び

助言を し 、 並び に 関係機関と の連絡調整を 行う と と も に 、 生活困窮者に 対す

る 支援の種類及び 内容等を 記載し た 計画の作成、 生活困窮者に 対す る 認定生

活困窮者就労訓練事業の利用のあ っ せん 等さ ま ざ ま な 支援を 包括的かつ 計画

的に 行う こ と に よ り 、 生活困窮者の自立の促進を 図る こ と を 目的と す る 。  

 

２  実施主体 

実施主体は、 都道府県、 市（ 特別区を 含む 。） 及び 福祉事務所を 設置す る 町

村（ 以下「 都道府県等」 と い う 。） と す る 。 た だ し 、 事業を 適切、 公正、 中立

かつ 効率的に 実施す る こ と がで き る 者で あ っ て 、 社会福祉法人、 一般社団法

人、 一般財団法人又は特定非営利活動法人そ の他の都道府県等が適当と 認め

る 民間団体に 、 都道府県等が直接行う こ と と さ れて い る 事務を 除き 、 事業の

全部又は一部を 委託す る こ と がで き る 。  

 

３  事業内容 

本事業に お け る 目標は、 生活困窮者の自立と 尊厳の確保及び 、 生活困窮者

支援を 通じ た 地域づ く り で あ り 、 以下の取組を 実施す る こ と と す る 。  

 

（ １ ） 取組内容 

ア  包括的かつ 継続的な 相談支援  

生活困窮者に 対し て 広く 相談を 行う と と も に 、 生活困窮者が抱え る 多

様で 複合的な 課題を 包括的に 受け 止め 、 そ の者の置かれて い る 状況や本

人の意思を 十分に 確認（ 以下「 ア セ ス メ ン ト 」 と い う 。） し た 上で 、 支援

の種類及び 内容等を 記載し た 自立支援計画（ 以下「 プ ラ ン 」 と い う 。） を

策定す る 。  

ま た 、 プ ラ ン に 基づ く さ ま ざ ま な 支援が始ま っ た 後も 、 そ れら の効果

を 適切に 評価・ 確認し な がら 、 本人の状況に 応じ た 適切な 就労支援も 含

め 、 本人の自立ま で を 包括的・ 継続的に 支え て い く 。  

イ  生活困窮者支援を 通じ た 地域づ く り  

生活困窮者の早期把握や見守り を 行う た め 、 関係機関・ 関係者のネ ッ

ト ワ ー ク を 構築し 、 包括的な 支援策を 用意す る と と も に 、 生活困窮者の

社会参加や就労の場を 広げ て い く 。 さ ら に 、 生活困窮者の支援に あ た っ

て は、 既存の社会資源を 積極的に 活用す る と と も に 、 社会資源が不足し

て い る 場合は、 新た に 開発す る こ と に 努め る 。  

 

（ ２ ） 配置職員 

（資料２）
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都道府県等が直営又は委託に よ り 自立相談支援事業を 実施す る 機関（ 以

下「 自立相談支援機関」 と い う 。） に は、 主任相談支援員、 相談支援員及び

就労支援員（ 以下「 主任相談支援員等」 と い う 。） を 配置す る こ と を 基本と

す る 。 ま た 、 主任相談支援員等は、 原則と し て 、 当分の間、 厚生労働省 が

実施す る 養成研修を 受講し 、 修了証を 受け た 者と す る 。（ た だ し 、 当分の間

は、 こ の限り で な い 。）  

そ れぞ れの職種に お け る 主な 役割は以下のと お り で あ る が、 都道府県等

の人口規模、 人員等の状況に よ り 、 相談支援員が就労支援員を 兼務す る な

ど 、 地域の実情に 応じ た 柔軟な 対応を 行う こ と も 可能と す る 。  

な お 、 自立相談支援事業と 一時生活支援事業を 一体的に 実施す る 場合に

お い て は、 一時生活支援業の利用者に 対す る 相談支援を 行う 相談支援員 等

を 配置す る こ と がで き る 。  

ア  主任相談支援員  

自立相談支援機関に お け る 相談業務全般のマ ネ ジ メ ン ト 、 他の支援員

の指導・ 育成、 支援困難ケ ー ス への対応な ど 高度な 相談支援を 行う と と

も に 、 社会資源の開拓・ 連携等を 行う 。  

イ  相談支援員 

生活困窮者へのア セ ス メ ン ト 、 プ ラ ン の作成を 行い 、 様々な 社会資源

を 活用し な がら プ ラ ン に 基づ く 包括的な 相談支援を 実施す る と と も に 、

相談記録の管理や訪問支援な ど のア ウ ト リ ー チ 等を 行う 。  

ウ  就労支援員 

生活困窮者へのア セ ス メ ン ト 結果を 踏ま え 、 公共職業安定所や協力企

業を 始め 、 就労支援に 関す る 様々な 社会資源と 連携を 図り つ つ 、 そ の状

況に 応じ た 能力開発、 職業訓練、 就職支援等の就労支援を 行う 。  

 

４  包括的かつ 継続的な 相談支援  

生活困窮者に 対す る 包括的かつ 継続的な 相談支援は、 以下の手順で 実施す

る 。  

な お 、 福祉事務所設置自治体に お い て 、 自立相談支援事業と 就労準備支援

事業及び 家計改善支援事業（ 以下こ の別添１ に お い て 「 両事業」 と い う 。）

を 一体的に 実施す る 場合に は、 プ ラ ン の協議又はプ ラ ン に 基づ く 支援の進捗

状況の確認の際に 両事業に 従事す る 者が参画す る こ と や、 両事業に 従事す る

者に 対し て 支援の実施状況や支援対象と な っ て い る 生活困窮者の状態に 関す

る 情報を 共有す る こ と な ど に よ り 、 両事業と の緊密な 連携を 図る 体制を 確保

す る も のと す る 。  

 

（ １ ） 生活困窮者の把握・ 相談受付  

ア  生活困窮者の複合的な 課題に 包括的・ 一元的に 対応す る 窓口を 設置

し 、 来所に よ る 相談を 受け 付け る 。  

ま た 、 生活困窮者の中に は、 ひ き こ も り 状態に あ る 者な ど 、 自ら 相談

に 訪れる こ と が困難で あ っ た り 支援に 一定の時間が必要な 者も い る こ と

から 、 自立相談支援機関は待ち の姿勢で はな く 、 訪問支援な ど ア ウ ト リ
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ー チ を 含め た 対応に 努め る 。 こ の場合、 地域に お け る 関係機関と のネ ッ

ト ワ ー ク の強化を 図り 生活困窮者の早期把握に 努め 、 必要に 応じ て 訪問

や声かけ 、 関係機関への同行支援を 行う な ど 丁寧な 支援を 実施す る 。  

イ  相談受付時に 、 相談者の主訴を 丁寧に 聞き 取っ た 上で 、 他制度や他 機

関へつ な ぐ こ と が適当かを 判断（ 振り 分け ） す る 。  

ウ  相談者への他制度等の紹介のみで 対応が可能な 場合や、 明ら かに 他 制

度や他機関で の対応が適当で あ る と 判断さ れる 場合は、 情報提供や他機

関へつ な ぐ こ と に よ り 対応す る 。 そ の際、 相談者が要保護と な る お そ れ

が高い と 判断さ れる 場合に は、 生活保護制度に 関す る 情報提供、 助言等

の措置を 講ず る 。  

エ  相談内容から 、 自立相談支援機関に よ る 支援が必要で あ る と 判断さ

れる 場合は、 本人から 、 本事業に よ る 支援プ ロ セ ス に 関す る 利用申込

を 受け て 、 そ の同意を 得る と と も に 、 丁寧な ア セ ス メ ン ト を 行う 。 ア

セ ス メ ン ト に よ り 、 本人に 関す る 様々な 情報を 把握・ 分析し た 後、 自

立相談支援機関が継続し て プ ラ ン の策定等の支援を 行う か、 又は、 他

制度や他機関へつ な ぐ こ と が適当かを 改め て 判断（ ス ク リ ー ニ ン グ ）

す る 。  

な お 、 生活保護制度へつ な ぐ こ と が適切と 判断さ れる 場合は、 確実に

福祉事務所に つ な げ る も のと す る 。 そ の際、 継続的な 支援が行われる よ

う 、 福祉事務所と の円滑な 引き 継ぎ が行われる よ う 留意す る 。  

ま た 、 他制度や他機関へのつ な ぎ が適当と 判断さ れた 者に は、 本人の

状況に 応じ て 適切に 他の相談窓口等へと つ な ぐ と と も に 、 必要に 応じ て

つ な ぎ 先の機関へ本人の状況に つ い て 確認す る な ど 、 適宜フ ォ ロ ー ア ッ

プ に 努め る も のと す る 。  

な お 、 本人に 関す る 個人情報を 関係機関と 共有す る た め に は、 本人の

同意が必要で あ る こ と に 留意す る こ と 。 ま た 、 い わゆ る 相談のた ら い 回

し と な ら な い よ う 関係機関と 連携す る こ と が重要で あ る 。  

 

（ ２ ） ア セ ス メ ン ト ・ プ ラ ン 策定  

ア  ス ク リ ー ニ ン グ の結果、 自立相談支援機関に よ る 継続的な 支援が妥 当

と 判断さ れた 者に つ い て は、 本人へのア セ ス メ ン ト 結果を 踏ま え 、 本人

の自立を 促進す る た め の支援方針、 支援内容、 本人の達成目標等を 盛り

込ん だ プ ラ ン を 策定す る 。  

な お 、 プ ラ ン は本人と 自立相談支援機関と が協働し な がら 策定す る も

ので あ る こ と から 、 プ ラ ン の策定に 当た っ て は、 本人の意思を 十分に 尊

重す る も のと す る 。  

イ  プ ラ ン 策定前に お い て も 、 必要に 応じ て 、 緊急的な 支援（ 住居確保

給付金の支給、 一時生活支援事業の利用等） や、 自立相談支援機関の

就労支援員に よ る 就労支援そ の他の地域に お け る 様々な 社会資源を 活

用し た 各種支援が受け ら れる よ う 、 必要な 調整を 行う も のと す る 。  

ウ  プ ラ ン の内容は、 自立相談支援機関が自ら 実施す る 支援に 加え て 、

次の（ ア ） から （ キ ） ま で に 掲げ る 法に 基づ く 支援、（ ク ） から （ コ ）
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ま で に 掲げ る 他の公的事業又はイ ン フ ォ ー マ ルな 支援な ど 、 本人の自

立を 促進す る た め に 必要と 考え ら れる 支援を 盛り 込む も のと す る 。  

（ ア ） 住居確保給付金の支給  

（ イ ） 就労準備支援事業  

（ ウ ） 一時生活支援事業  

  （ エ ） 家計改善支援事業 

（ オ ） 認定就労訓練事業  

（ カ ） 子ど も の学習 ・ 生活支援事業 

（ キ ）（ ア ） から （ カ ） ま で のほか、 生活困窮者の自立の促進を 図る た め

に 必要な 事業 

（ ク ） 公共職業安定所が実施す る 生活保護受給者等就労自立促進事業  

（ ケ ） 生活福祉資金貸付事業  

（ コ ） 上記のほか、 様々な 公的事業に よ る 支援及び 民生委員に よ る 見守

り 活動等のイ ン フ ォ ー マ ルに よ る 支援  

エ  支援調整会議を 開催し 、 プ ラ ン の内容が適切な も ので あ る か確認を

行う と と も に 、 プ ラ ン に 基づ く 支援に 当た っ て 、 関係機関と の役割分

担等に つ い て 調整を 行う 。  

オ  実 施 主 体 は 、 支 援調 整 会 議 （「 ５  支援 調 整 会 議 」 参照） に お い て 、

（ ２ ） のウ の（ イ ）、（ エ ） 及び（ オ ） の 事業（ 以下、「 就労準備支援事業

等」 と い う 。） が盛り 込ま れた プ ラ ン が了承さ れた 場合に は、 就労準備支

援事業等に つ い て は支援決定（「 ６  支援決定」 参照） を 、（ ２ ） のウ の

（ ア ）、（ ウ ）、（ カ ）、（ ケ ） 又は（ コ ） の 事業等に つ い て は支援内容の確

認を 行う （（ ア ） 及び（ ウ ） に つ い て は、「 住居確保給付金申請書」 及び

「 一時生活支援事業利用申込書」 に お い て 、 別途支援（ 支給） 決定を 行

う ）。 な お 、 行政以外の自立相談支援機関に あ っ て は、 就労準備支援事業

等を 含ま な い プ ラ ン が支援調整会議に お い て 了承さ れた 場合、 当該プ ラ

ン を 行政に 報告す る 。  

カ  （ ２ ） のウ の（ ク ） の事業に つ な ぐ 場合に つ い て は、 実施主体がプ

ラ ン の内容を 確認し 了承し た 後、 自立相談支援機関は、 支援決定等が

な さ れた プ ラ ン の写し と と も に 、 必要書類を 公共職業安定所に 送付す

る こ と に よ り 、 支援要請を 行う 。  

キ  自立相談支援機関は、 実施主体の支援決定又は確認を 受け た プ ラ ン

に 基づ き 、 具体的な 支援の提供等を 行う 。  

 

（ ３ ） 支援の提供・ モ ニ タ リ ン グ ・ 評価・ 再プ ラ ン 策定・ 終結  

ア  プ ラ ン に 基づ き 、 自立相談支援機関自ら 支援を 実施す る ほか、 各支 援

機関から 適切な 支援を 受け ら れる よ う 本人と の関係形成や動機付け の促

し を サポ ー ト す る 。  

イ  各支援機関に よ る 支援が始ま っ た 後も 、 各支援機関と の連携・ 調整

はも と よ り 、 必要に 応じ て 本人の状況等を 把握（ モ ニ タ リ ン グ ） す る 。  

ウ  定期的な プ ラ ン の評価は、 以下の状況を 整理し 、 概ね３ か月、 ６ か

月、 １ 年な ど 本人の状況に 応じ 、 支援調整会議に お い て 行う 。  
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（ ア ） 目標の達成状況  

（ イ ） 現在の状況と 残さ れた 課題  

（ ウ ） プ ラ ン の終結・ 継続に 関す る 、 本人の希望・ 支援員の意見等  

エ  評価の結果、 支援の終結と 判断さ れた 場合は、 他機関へのつ な ぎ や

地域の見守り な ど の必要性を 検討し 、 必要に 応じ て フ ォ ロ ー ア ッ プ を

行う 。 例え ば、 就職後から 一定期間に つ い て は、 本人の状況を 適宜把

握し 、 必要に 応じ 本人から の相談に 応ず る こ と がで き る 体制を 整え て

お く こ と が望ま し い 。  

オ  評価の結果、 プ ラ ン を 見直し て 、 支援を 継続す る 必要があ る と 判断

さ れた 場合は、 改め て ア セ ス メ ン ト の上、 再度プ ラ ン を 策定す る 。  

 

５  支援調整会議  

（ １ ） 目的 

支援調整会議は、 プ ラ ン の策定等に あ た り 、 以下の４ 点を 主な 目的と し

て 開催す る も ので あ る 。  

  ア  プ ラ ン の適切性の協議  

自立相談支援機関が策定し た プ ラ ン に つ い て 、 自治体及び 関係機関が

参加し て 合議のも と で 適切性を 判断す る 。 プ ラ ン の内容が、 本人の課題

解決及び 目標の実現に 向け て 適切で あ る かを 、 自立相談支援機関以外の

関係者も 参画す る 合議体形式で 協議し 、 判断す る 。  

  イ  各支援機関に よ る プ ラ ン の共有  

各支援機関が、 プ ラ ン の支援方針、 支援内容、 役割分担等に つ い て 共

通認識を 醸成し 、 こ れを 了承す る 。 本人が抱え る 課題と 設定し た 目標を

共有し 、 各支援機関の役割を 明確化す る 。  

  ウ  プ ラ ン 終結時等の評価  

プ ラ ン 終結時等に お い て は、 支援の経過と 成果を 評価し 、 自立相談支

援機関と し て の支援を 終結す る かど う かを 検討す る 。  

  エ  社会資源の充足状況の把握と 開発に 向け た 検討  

個 々 の ニ ー ズ に 対 応 す る 社 会 資 源 が 不 足 し て い る こ と を 把 握 し た 場  

合に は、 そ れら を 地域の課題と し て 位置付け 、 社会資源の開発に 向け た

取組を 検討す る 。  

 

（ ２ ） 開催方法 

具体的な 開催方法に つ い て は、 相談者数や社会資源の状況な ど 地域の実

情に 応じ 会議開催のルー ルを 定め る も のと す る 。  

プ ラ ン に 就労準備支援事業等が含ま れて い る 場合に は、 自治体が支援決

定を 行う 役割を 担う こ と から 、 行政担当者が支援調整会議に 出席す る こ と

が基本と な る 。  

 

（ ３ ） 留意点 

支援調整会議を 効率的に 開催す る た め 、 自立相談支援機関は支援調整会

議を 開催す る 前に 、 プ ラ ン に 盛り 込む 支援サー ビ ス の利用に つ い て 、 必 要
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に 応じ て 行政やそ の他の関係機関・ 関係者と の間で 調整を 行う 。  

 

６  支援決定 

（ １ ） 自治体は、 プ ラ ン に 盛り 込ま れた 就労準備支援事業等の利用に つ い て 、

そ の可否を 決定す る た め に 支援決定を 行う 。 ま た 、 併せて 、 当該プ ラ ン

の内容が適切で あ る か否かを 確認す る 。  

 

（ ２ ） 自治体に よ る 支援決定は、 以下の手順に よ り 行う も のと す る 。  

ア  自立相談支援機関は支援調整会議で 了承さ れた プ ラ ン を 自治体に 提  

出す る 。  

イ  自治体はプ ラ ン に 盛り 込ま れた 就労準備支援事業等の支援方針、 支

援内容等に つ い て 確認す る と と も に 、 そ れら の事業の利用要件に 該当

し て い る かを 確認す る 。  

ウ  プ ラ ン に 盛り 込ま れた 就労準備支援事業等に つ い て 、 利用要件に 該

当し て い る こ と が確認で き た 場合は、 自治体内部に お い て 決裁し 、 決

裁後、 速やかに 利用者へ支援決定の通知を 行う 。  

 

（ ３ ） 上記（ ２ ） のイ に お い て 、 事業の利用要件に 該当し な い な ど 、 支援決

定がで き な い 理由があ る 場合は、 自治体はそ の理由を 速やかに 自立相談

支援機関に 報告す る 。 報告を 受け た 自立相談支援機関は、 本人と 関係機

関・ 関係者と 再度プ ラ ン 内容に つ い て 確認・ 調整を 行い 、 見直し た プ ラ

ン を 改め て 自治体に 提出す る 。  

 

７  生活困窮者支援を 通じ た 地域づ く り  

生活困窮者の自立に 向け 、 包括的かつ 継続的な 支援が提供さ れる よ う 、 自

立相談支援機関が中心と な っ て 、 支援調整会議そ の他の既存の合議体も 活用

し て 検討の場を 設け る 。ま た 、効率的かつ 効果的に 生活困窮者を 早期把握し 、

チ ー ム 支援を 行う こ と がで き る よ う 、 支援会議も 含め て 自治体の関係部署や

生活困窮者支援を 行う 関係団体等と 連携す る た め のネ ッ ト ワ ー ク づ く り を 一

層進め 、 そ の活用を 図る 必要があ る 。  

ま た 、 自立相談支援機関が自ら 又は当該協議の場、 関係機関と のネ ッ ト ワ

ー ク を 通じ て 把握し た 社会資源の不足に つ い て は、 支援調整会議そ の他の協

議の場に お い て 地域の課題と し て 認識し た 上で 検討を 行う と と も に 、 生活困

窮者の支援に 関す る 新た な 社会資源の開発に 努め る 。  

 

８  住居確保給付金の手続き  

  住居確保給付金の相談・ 受付業務、 受給中の面接業務等（ 自治体が行う 支

給決定に 関す る 事務を 除く 。） は、 自立相談支援機関に お い て 行う 。  

 

９  留意事項 

（ １ ） 事業の実施に 当た っ て は、「 生活困窮者自立支援制度に 関す る 手引き の策

定に つ い て 」（ 平成 27 年３ 月６ 日社援地発 0306 第 1 号厚生労働省社会・
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援護局地域福祉課長通知の別添１ 「 自立相談支援事業の手引き 」） 及び「 生

活 困 窮 者 自 立 支 援 制 度 に 係 る 自 治 体 事 務 マ ニ ュ ア ル の 策 定 に つ い て （ 通

知）」（ 平成 27 年３ 月 27 日社援発 0327 第 2 号厚生労働省社会・ 援護局長

通知） な ど の関連通知を 参照す る こ と 。  

 

（ ２ ） 相談支援に 当た っ て は、「 自立相談支援事業の手引き 」 に 定め る 「 自立

相談支援機関使用標準様式（ 帳票類）」 を 使用す る こ と 。 ま た 、 利用者ご

と に 支援台帳を 作成し 、 管理す る こ と 。  

 

（ ３ ） 関係機関と 個人情報を 共有す る 場合は本人から 同意を 得て お く こ と な

ど 、 個人情報の取扱い に つ い て 適切な 手続き を 踏ま え る こ と 。  

 

  


